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和歌山県では、食品衛生法第24条の規定により、「平成２９年度和歌山県食品衛生監視

指導計画」を定め、県内で産出及び流通する食品・食品添加物・器具・容器包装等（以

下「食品等」という。）の安全性を確保するため、計画に基づき監視指導を実施しました。

その実施結果を取りまとめましたので公表します。

実施期間

平成29年４月１日から平成30年３月31日まで

実施地域

和歌山県内（和歌山市を除く）

実施内容

１ 食品営業施設等の監視指導結果及び重点的監視指導事項の実施結果

Ⅰ 食品営業施設等の監視指導結果

Ⅱ 重点的に監視及び指導啓発を実施した事項

Ⅲ 食品等の検査結果

Ⅳ 一斉監視指導の実施結果

２ 食中毒等健康被害発生時の対応について

Ⅰ 食中毒の発生状況

Ⅱ 不良（違反）食品への対応状況

Ⅲ 食品衛生に関する苦情・相談受付状況

３ 食品等事業者に対する自主的な衛生管理の実施に関する事項

４ 県民とのリスクコミュニケーションや情報提供の実施状況

Ⅰ 県民からの意見聴取や県民との意見交換

Ⅱ 消費者及び食品事業者への情報提供

５ 食品衛生に関する人材の養成及び資質の向上に関する事項

Ⅰ 食品衛生監視員の技能の向上

Ⅱ 適正な食品表示を推進するための人材育成

Ⅲ 食品衛生管理を担う者の養成及び資質の向上
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１ 食品営業施設等の監視指導結果及び重点的監視指導事項の実施結果

Ⅰ 食品営業施設等の監視指導結果

各県立保健所（支所）に食品衛生監視員を配置し、食品営業施設等の監視指導を

実施しました。

具体的には、各業種毎に、過去の食中毒等の発生状況、製造・販売される食品の

流通の実態及び施設の衛生管理状況などを考慮して、監視の重要度、すなわちリス

クの高い業種の順にＡランクからＧランクの監視業種に分類し、ランク毎の標準監

視回数を定め、監視指導を実施しました。

（表１）平成29年度食品営業施設等の監視件数

ランク業種内訳 回 数 対 象 計画監視数 監視実施数 計画達成率 違反数
施設数 (A) (B) (B/A)

Aﾗﾝｸ : 食肉処理業等 年間３回以上 45 135 56 41.5％ 1

Bﾗﾝｸ : 旅館、大量調理施設等 年間２回以上 408 816 512 62.7％ 0

Cﾗﾝｸ : 飲食店、菓子製造等 年間１回以上 5,955 5,955 5,164 86.7％ 6

Dﾗﾝｸ : 魚介、食肉販売業等 ２年に１回以上 3,357 1,679 2,042 121.7％ 0

Eﾗﾝｸ : 喫茶店、乳類販売業等 ３年に１回以上 3,751 1,250 1,492 119.3％ 1

Fﾗﾝｸ : 一部のﾚﾍﾞﾙ確認施設 ４年に１回以上 444 111 180 162.2％ 0

Gﾗﾝｸ : 露店、自販機等 ５年に１回以上 6,192 1,238 762 61.5％ 0

合 計 20,152 11,184 10,208 91.3％ 8

違反が発見されたもののうち食中毒が発生した５施設の事業者には、被害の拡大

を防止するため営業停止命令を行うとともに、原因となった食品や発生機序を究明

し再発防止措置を講じました。

また、この他に成分規格違反等が発見されたことから回収命令等の行政処分や指

導を行い改善を図りました。

Ⅱ 重点的に監視及び指導啓発を実施した事項

(１) ノロウイルス食中毒対策

ノロウイルス食中毒が毎年11月から２月にかけて多発することから、秋の行

楽シーズンの一斉監視や年末の一斉取締りの期間に集中して、調理従事者の感

染予防を始め、手洗いの励行、従事者の健康状態の確認、衛生的取扱い方法、

加熱の徹底や適切な汚物処理の指導に加えノロウイルス予防啓発チラシの配布

などで、広く食品事業者や消費者に啓発しました。

また、平成29年度からノロウイルス食中毒の発生が予測される時期に、ノロ

ウイルス食中毒注意報を発令し、食品の取扱いに一層の注意を払うよう促しま

した。
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(２) 食肉等による食中毒対策

① 生食用食肉による食中毒対策

牛レバーや豚肉（内臓を含む）については生食用として消費者に提供され

ることがないよう、飲食店等に対し監視指導を行いました。

② カンピロバクター食中毒対策

未加熱又は加熱不十分な状態で提供された鶏肉が原因と考えられるカンピ

ロバクター食中毒が多発していることから、カンピロバクター食中毒予防チ

ラシを作成、配布し、中心部まで十分に加熱して提供するよう指導しました。

③ 食鳥処理場における汚染防止対策

食鳥処理場における微生物汚染を低減させるため、各処理場の構造設備基

準及び衛生管理基準の適合状況を確認するとともに、処理工程ごとの微生物

による汚染状況を調査し汚染源を究明した上で、「食鳥処理場におけるＨＡＣ

ＣＰ方式による衛生管理指針」に基づき処理工程で特定した危害要因が適切

に管理されているかの検証を行いました。汚染が確認された食鳥処理場には

生鳥出荷前の餌切りの徹底、解体処理方法や洗浄方法の改善を指導しました。

(３) と畜場における疾病対策等

と畜場にと畜検査員を派遣し、人獣共通感染症や家畜伝染病等の疾病を排除

するため、１頭毎の検査を実施しました。

ＢＳＥ対策については、特定部位の確実な除去及び汚染防止の徹底を確認し

ました。

また、枝肉の微生物による汚染実態を調査し、検証結果をもとに微生物によ

る汚染低減のための衛生指導を実施しました。

(４) ジビエ（狩猟鳥獣肉）の衛生対策

シカやイノシシ等のジビエの安全性を確保するため、ジビエを処理・販売す

る事業者に「わかやまジビエ衛生管理ガイドライン」に基づき講習会を実施し、

疾病の確認方法や衛生的な解体処理方法を普及しました。

また、「わかやまジビエ処理施設衛生管理認証制度」において、処理業者が認

定制度に取り組んでいることを申請要件としており、認証に当たり審査並びに

監視指導を実施しました。

さらに、Ｅ型肝炎ウイルスや腸管出血性大腸菌、寄生虫等を保有している場

合もあるため、生食ではなく十分に加熱調理を行うよう啓発しました。

(５) 自然毒による食中毒対策

① フグ等の有毒魚による食中毒対策

魚介類販売業者や飲食店営業者に対しフグの適切な取扱いについて周知を

行いました。

② 毒キノコ・有毒山野草対策

パンフレットの配布やホームページでの広報等を通じ素人判断でキノコを

喫食しないよう注意喚起しました。

③ 貝毒対策

平成30年３月に、和歌山県北部の海岸で採った貝による食中毒が発生しま

した。この地域では貝の採捕・出荷の自主規制が行われていたことから、自
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主規制が行われている間は二枚貝を採って食べないよう周知を行いました。

(６) 食品表示の適正化対策及び異物混入対策

食品事業者に原材料や食品添加物の使用状況を確認し、アレルギー物質の混

入防止や期限表示の設定が適正に行われているか等について監視を行うととも

に、アレルギー物質及び食品添加物の検査を実施しました。

また、食品事業所で適正な食品表示を推進する核となる人材を育成するため、

「食品表示推進者育成講習会」を６回開催しました。

異物混入については、ＨＡＣＣＰによる衛生管理を導入することにより対策

を徹底するよう監視指導の際に指導しました。

Ⅲ 食品等の検査結果

県内で産出又は流通している食品を収去又は買い上げにより、保健所、環境衛生

研究センター及び登録検査機関で検査を実施しました。

平成29年度は、1,557検体について、38,226項目の検査を実施しました（表２）。

具体的な実施結果は、以下のとおりです。

(１) 残留農薬検査

県内で生産される代表的な農産物及び県内に流通する農産物（輸入農産物を

含む）を収去し、県産農産物に使用されている農薬を始めとした264～322種類

の農薬について検査を実施しました。

ウメ、トマト、モモ、きゅうり、レモン（輸入）、グレープフルーツ（輸入）、

オレンジ（輸入）、バナナ（輸入）、かき、チンゲンサイ、ブロッコリー、じゃ

がいも、みかん、さつまいもについて検査したところ、ウメ及びチンゲンサイ

から基準値を超える農薬が検出され、遡り調査を行うとともに、関係部局と連

携して関係事業者に指導しました。

(２) 食品添加物の規格基準検査及び指定外添加物の検査

県内産加工食品や輸入加工食品を中心に、保存料（食肉製品、魚肉ソーセー

ジ、菓子、みそ、しょうゆ、漬物）、発色剤（食肉製品、魚肉ソーセージ）、甘

味料（みそ、しょうゆ、漬物、菓子）、着色料（しょうゆ、漬物、菓子）、防か

び剤（輸入果実）、酸化防止剤（魚介乾製品、油脂）、殺菌料・漂白剤（釜揚げ

しらす）の使用基準検査を実施したところ、基準値を超える添加物は検出され

ませんでした。また、基準値以下で検出された添加物については、適正に表示

されていました。

なお、国内で使用が認められていない指定外添加物（菓子、みそ、しょうゆ、

漬物、魚介乾製品、油脂）は検出されませんでした。

(３) 畜水産食品の残留抗生物質、抗菌性物質検査

県内で産出される畜水産物を中心に、食肉や魚介類に残留する抗生物質や抗

菌性物質について検査し、残留基準の遵守状況を確認しました。

牛肉、豚肉、鶏肉、鶏卵、はちみつ、タイ、アジ、ブリ、アユ、ヒラメ、シ

マアジ、カンパチ、サーモン、エビについて、抗生物質及び抗菌性物質の検査

を実施したところ、すべて基準値以下でした。
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(４) 食中毒菌等の微生物汚染の実態調査

県内で流通する生鮮食品や加工食品について、サルモネラ属菌（牛肉、鶏肉、

鶏卵、洋生菓子）、腸管出血性大腸菌（Ｏ157等）（牛レバー、牛内臓、そうざい、

そうざい半製品、サラダ）、カンピロバクター（鶏肉）、ノロウイルス（生食用

カキ）、リステリア（漬物）等の食中毒菌等による微生物汚染の実態を調査しま

した。微生物が検出された場合には、汚染源を究明するとともに、相互汚染が

ないよう食品を取り扱うよう事業者に指導しました。

(５) 成分規格検査

アイスクリーム類、氷菓、生食用鮮魚介類、生食用カキ及びナチュラルチー

ズ等の成分規格検査を実施したところ、アイスクリーム類から大腸菌群が検出

されました。このことから、行政処分（回収命令等）を行い、製造工程を調査

のうえ、衛生管理方法の見直し等を指導しました。

(６) 衛生規範による製品規格検査

浅漬及び生めん類について製品規格検査を実施しましたが、すべての製品に

おいて製品規格に適合していました。

(７) 食鳥処理工程における微生物汚染実態調査

県内に流通する食鳥肉の微生物汚染実態調査を実施したところ、カンピロバ

クターが検出されました。そのため、処理工程で特定した危害要因が適切に管

理されているかの検証を行い、改善指導を行いました。

(８) アレルギー物質の含有検査

アレルギー物質を含む食品に義務付けられている表示が適正に行われている

か確認するため、卵由来タンパク質（菓子、魚肉ねり製品）、乳由来タンパク質

（菓子）、小麦由来タンパク質（菓子）、落花生由来タンパク質（菓子）、えび

・かに由来タンパク質（菓子、魚肉ねり製品）の含有検査を実施したところ、

適正に表示がされていました。

(９) 有害物質検査・成分検査

精米、玄米、いわゆる健康食品及び乳幼児おもちゃの成分規格検査を実施し

たところ、いわゆる健康食品において表示されている栄養成分の値と検査結果

の値に許容範囲を超える誤差がありましたので、適正に表示するよう指導しま

した。

また、鯨肉類及び大型魚介類のメチル水銀含有実態を調査しました。

(10) 放射性物質検査

県内で産出又は流通している生鮮食品及び加工食品44品目353検体について放

射性物質のモニタリング検査を実施しましたが、基準値を超える放射性物質は

検出されませんでした。

検査の内訳は、農産物10品目78検体、畜産物６品目81検体、水産物14品目53

検体、加工食品14品目141検体です。
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（表２）平成29年度食品等の検査結果

実施検査 食 品 名 検 査 項 目 検 体 数 検 査 違反数

( 輸入品 ) 項目数

生鮮野菜・果実・ 残留農薬 253～322項目

残留農薬検査 （県内食品・広域流通品） （有機ﾘﾝ系、有機塩素系、 110 ( 21) 31,082 2

輸入農産物 ｶｰﾊﾞﾒｲﾄ系、ﾋﾟﾚｽﾛｲﾄﾞ系他）

食肉製品、魚肉ｿｰｾｰｼﾞ、漬物等 保存料（ソルビン酸） 50 ( 2) 370 0

食肉製品･魚肉ソーセージ 発色剤（亜硝酸根） 10 ( 2) 10 0

魚介乾製品、油脂等 酸化防止剤（BHA他） 20 ( 4) 60 0

食品添加物検査 菓子、漬物、しょうゆ 着色料(合成ﾀｰﾙ色素） 25 ( 0) 300 0

輸入果実 防かび剤（ｲﾏｻﾞﾘﾙ他） 20 ( 20) 140 0

菓子 甘味料（ｻｯｶﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ他） 30 ( 0) 90 0

釜揚げしらす 殺菌料・漂白剤（過酸化水素） 41 ( 0) 41 0

菓子、漬物、しょうゆ等 指定外甘味料等（ｽﾞﾙﾁﾝ等） 60 ( 4) 645 0

残留動物用 食肉・鶏卵・養殖魚介類等 抗生物質 120 ( 18) 120 0

医薬品等検査 抗菌性物質（ｽﾙﾌｧｼﾞﾐｼﾞﾝ他） 110 ( 18) 3,421 0

食肉、野菜加工品等 腸管出血性大腸菌O26 40 ( 3) 40 -

腸管出血性大腸菌O103 40 ( 3) 40 -

腸管出血性大腸菌O111 40 ( 3) 40 -

汚染実態 腸管出血性大腸菌O121 40 ( 3) 40 -

調査 腸管出血性大腸菌O145 40 ( 3) 40 -

微 腸管出血性大腸菌O157 40 ( 3) 40 -

食肉・鶏卵・洋菓子 サルモネラ属菌 40 ( 4) 40 -

生 鶏肉 カンピロバクター 20 ( 0) 20 -

漬物 リステリア 5 ( 0) 5 -

物 生食用カキ ノロウイルス 10 ( 0) 10 -

生食用鮮魚介類 腸炎ビブリオ 20 ( 4) 20 0

検 成分規格 アイスクリーム類・氷菓 一般細菌・大腸菌群 40 ( 0) 80 2

検査 生食用カキ 一般細菌・大腸菌群・腸炎ビブリオ 10 ( 0) 30 0

査 乳製品 リステリア 5 ( 4) 5 0

衛生規範 生めん類 一般細菌・大腸菌・大腸菌群・ 10 ( 0) 30 -

検査 黄色ブドウ球菌

漬物 大腸菌・腸炎ビブリオ 10 ( 0) 20 -

食鳥処理工程 食鳥肉 カンピロバクター 109 ( 0) 436 -

微生物汚染実態 大腸菌群・一般細菌・ｻﾙﾓﾈﾗ

調査

アレルギー物質 菓子・漬物等 卵・乳・小麦・そば・甲殻類(えび・ 20 ( 0) 20 -

検査 かに)・落花生

精米・玄米 カドミウム 16 ( 0) 16 0

有害物質検査・ 鯨肉類等 水銀 10 ( 0) 10 -

成分検査 いわゆる健康食品 栄養成分 22 ( 0) 220 -

乳幼児用おもちゃ 鉛・カドミウム 21 ( 21) 39 0

放射性物質 県内産生鮮食品、加工食品 放射性ｾｼｳﾑ（Cs134、Cs137） 353 ( 0) 706 0

総 数 1,557 (140) 38,226 4

Ⅳ 一斉監視指導の実施結果

細菌性食中毒が多発する夏期や食品の流通量が増加する年末に、厚生労働省及び

消費者庁が示す方針及び本県の実情を踏まえた監視指導を重点的に実施しました。
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また、本県独自の取組として、行楽客が多い秋の行楽シーズンに一斉監視指導を

実施しました。

(１) 夏期一斉取締り

【実施期間】

平成29年７月３日（土）から７月31日（月）まで

【実施内容】

夏期に多発する食中毒等の食品による事故の防止を図るために実施しました。

大量調理施設を始め、ホテル、旅館、飲食店、食肉や魚介類取扱施設等、1,666

施設への監視指導を実施しました。

また、ＨＡＣＣＰの考え方に基づく衛生管理を推進するため、認定制度への

取組を食品事業者に促しました。

(２) 秋の行楽期の一斉監視指導

【実施期間】

平成29年９月１日（金）から10月31日（火）まで

【実施内容】

観光客が増加する秋の行楽シーズンに、ホテル、旅館、ドライブイン等の調

理施設及び販売店に対し食品の衛生的な取扱いが行われているか、食品表示が

適正に行われているか等を重点的に、1,839施設への監視指導を実施しました。

(３) 年末一斉取締り

【実施期間】

平成29年12月１日（金）から12月28日（木）まで

【実施内容】

食品の流通量が増加する年末における食中毒の発生防止及び流通食品の適正

表示の確認を目的に675施設への監視指導を実施しました。

特にこの期間は、例年ノロウイルスをはじめとする感染性胃腸炎が流行し、

調理従事者を介した食中毒の発生が危惧されることから、調理従事者の感染予

防を始め、衛生的な手洗いの励行、従事者の健康状態の確認、食品の衛生的な

取扱い、加熱の徹底や適切な汚物処理について指導しました。

２ 食中毒等健康被害発生時の対応について

Ⅰ 食中毒の発生状況
平成29年度における食中毒発生状況は、13件（うち８件は和歌山市）発生し、患

者数が192名（うち44名は和歌山市）でした。（表３）
原因施設については、飲食店営業施設が11件、魚介類販売業が１件、給食施設が

１件でした。病因物質の内訳は、カンピロバクター７件、腸炎ビブリオ２件、サル
モネラ２件、ノロウイルス１件、アニサキス１件でした。
これら食中毒発生時には、関係部局と連携をとりながら迅速に原因を究明し、被

害の拡大を防止するとともに発生の機序を解明し、再発防止措置を指導しました。
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（表３）平成29年度食中毒事件の概要
番 発生日 発生場所 喫食者 患者数 死者数 原因食品 病因物質 原因施設
号 （初発日） (処理保健所) （名） （名） （名） の営業の

種類
1 ６月24日 和歌山市 １ １ ０ 刺身類 アニサキス 家庭

(和歌山市保健所)
2 ７月28日 田辺市 143 78 ０ 不明 サルモネラ属菌 飲食店

(田辺保健所) (給食)
3 ８月28日 和歌山市 ６ ４ ０ 幕の内弁当 腸炎ビブリオ 飲食店

(和歌山市保健所)
4 ９月３日 紀の川市 10 ７ ０ 不明 腸炎ビブリオ 飲食店

(岩出保健所)
5 ９月16日 日高郡 14 10 ０ 不明 カンピロバクタ 飲食店

(御坊保健所) ー
6 ９月20日 和歌山市 12 ６ ０ 不明 カンピロバクタ 飲食店

(和歌山市保健所) ー
7 １月17日 田辺市 ７ ５ ０ 不明 カンピロバクタ 飲食店

(田辺保健所) ー
8 ２月５日 和歌山市 ５ ３ ０ 不明 カンピロバクタ 飲食店

(和歌山市保健所) ー
9 ２月10日 和歌山市 ７ ５ ０ 不明 カンピロバクタ 飲食店

(和歌山市保健所) ー
10 ２月11日 和歌山市 12 ９ ０ 不明 カンピロバクタ 飲食店

(和歌山市保健所) ー
11 ２月17日 和歌山市 ４ ４ ０ 不明 カンピロバクタ 飲食店

(和歌山市保健所) ー
12 ２月22日 和歌山市 15 12 ０ 不明 ノロウイルス 飲食店

(和歌山市保健所)
13 ３月８日 岩出市 181 48 ０ 不明 サルモネラ属菌 給食施設

(岩出保健所)

Ⅱ 不良（違反）食品への対応状況

食品衛生監視員による監視指導や食品検査、また他の自治体（和歌山市を含む）

からの通報及び消費者から寄せられた苦情により不良（違反）食品を発見しました。

平成29年度は、16件について対応しました（表４）。他の自治体（和歌山市を含む）

からの通報が10件、県立保健所管内での発見が６件ありました。

内訳としては、異物混入11件、異味・異臭１件、かびの発生が１件、その他品質

に関するものが３件でした。

食品の種類別では、菓子が５件と最も多く、梅干３件、魚介加工品３件、清涼飲

料水３件、その他２件でした。

なお、不良（違反）食品については、販売・製造した事業者等を調査し、原因を

究明したうえで改善を指導するとともに、必要な行政処分や指導を行いました。

（表４）不良（違反）食品への対応件数

他 の 自 治 体 県立保健所管内での発見件数
（和歌山市含 他 の 自 治 体 他の県内保健所（支所） 計
む）からの通報 （ 和 歌 山 市 含 む ） への通報、又は発見保健所で
受理 への通報 処理

対応件数 10件 ５件 １件 16件

行政処分件数 ０件 ０件 ０件 ０件

処分以外の件数 10件 ５件 １件 16件
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Ⅲ 食品衛生に関する苦情・相談受付状況

平成29年度における保健所等に寄せられた食品衛生に関する苦情は216件、相談は

3,129件でした（表５，６）。

（表５）苦情件数 （表６）相談件数

要 因 件 数 事 項 件数

１ 異物混入 昆虫 ８ １ 安全性 放射性物質汚染 ０

毛髪 ２ への 肉の生食のリスク ２

木片 １ 疑義 浅漬のO157汚染 ０

金属 ５ 残留農薬 ２

繊維 １ 食品添加物 ２

合成樹脂 ７ 輸入食品 １

その他 ９ 食中毒菌 ２

小計 33 遺伝子組換え食品 ０

２ カビの発生 ６ アレルギー物質 １

３ 腐敗・変敗 ６ その他 ５

４ 異味・異臭 ８ 小計 15

５ 容器包装の不良 １ ２ 表示 食品表示法（衛生事項） 410

６ 不適正な表示 37 食品表示法（保健事項） 199

７ 不衛生な取扱いや管理 19 食品表示法（品質事項） 475

８ 有症苦情 84 その他 124

９ その他 22 小計 1,208

合 計 216 ３ 食品の取扱い 432

４ 施設の衛生 451

５ ＨＡＣＣＰ 99

６ 営業・届出 864

７ その他 60

合 計 3,129

３ 食品等事業者に対する自主的な衛生管理の実施に関する事項

食品の安全性を確保するためには、「農場から食卓まで」いわゆるフードチェーンの各段

階において、適切な措置が講じられることが求められます。

本県では、ＨＡＣＣＰの考え方を導入した認定・認証制度を設け、フードチェーンのす

べての段階で食品の高い安全性を確保するため、生産段階において「和歌山県生鮮食品衛

生管理システム認証制度」を、製造・加工段階において「和歌山県食品衛生管理認定制度」

を、流通・販売段階において「和歌山県食品の流通及び販売における衛生管理届出制度」

を設け、食品事業者に各制度への取組を促しました。

Ⅰ 和歌山県生鮮食品衛生管理システム認証制度

県内で生産される生鮮食品の高い安全性を確保するために、平成20年４月に創設しま

した。生産者（養鶏、魚介類養殖業者）の自主的な衛生管理等について一定の基準を満
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たした場合、知事が認証する制度です。

（表７）認証施設数（平成29年度末現在）

区 分 認証施設数

殻付き鶏卵生産衛生管理システム ４

養殖マダイ生産衛生管理システム ５

養殖クロマグロ生産衛生管理システム １

Ⅱ 和歌山県食品衛生管理認定制度

県内で製造・加工される食品の高い安全性を確保するため、平成16年９月に創設しま

した。ＨＡＣＣＰの考え方に基づく衛生管理に取り組み、一定水準以上の衛生管理を行

っている事業者を知事が認定又は保健所長が確認して評価する制度です。

なお、認定対象となる業種は29業種で（表８）、確認対象となる自主管理レベル１～３

に取り組むことができる業種は、すべての許可営業業種及び届出営業業種です。

取組に関しては、認定制度の取組手引書を用い、説明会で周知するとともに、(一社）

和歌山県食品衛生協会に対し食品衛生指導員活動における制度の助言についての協力を

求めました。

（表８）認定業種（食品衛生管理認定制度）

漬物製造業 水産加工食品加工業（魚肉練り製品製造業を除く。）

菓子製造業 そうざい製造業 豆腐製造業 めん類製造業

みそ製造業 醤油製造業 酒類製造業 ｿｰｽ類製造業

納豆製造業 缶詰又は瓶詰食品製造業 あん類製造業 ｱｲｽｸﾘｰﾑ類製造業

乳処理業 乳製品製造業 食肉製品製造業 魚肉練り製品製造業

清涼飲料水製造業 乳酸菌飲料製造業 給食施設 飲食店営業

旅館(ﾎﾃﾙ)調理施設 食肉加工施設 食用油脂製造業 氷雪製造業

食品の冷凍又は冷蔵業 添加物製造業 その他食品製造業

（表９）認定事業者数（平成29年度末現在）

認定（確認）
区 分 業 種 別 内 訳

事業者数

HACCPシステム推進営業 11 漬物製造（２）、菓子製造（５）、そうざい製造

知 （２）、清涼飲料水製造（１）、その他食品製造(１)

事 HACCPシステム導入営業 14 漬物製造（２）、水産加工（４）、菓子製造（２）、

が 缶詰又は瓶詰食品製造（１）、そうざい製造

認 （３）、飲食店（１）、ソース類製造（１）

定 一般的衛生管理プログラ 40 漬物製造（９）、水産加工（５）、菓子製造（４）、

ム推進営業 飲食店（５）、そうざい製造（３）、給食施設（１）、

食肉製品製造（１）、ソース類製造（１）、缶詰又

は瓶詰食品製造（５）、アイスクリーム類製造

（２）、めん類製造（１）、その他食品製造(１)、清

涼飲料水製造（２）

保健所長が確認 2,587 レベル３（188）、レベル２（914）、レベル１（1485）
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Ⅲ 和歌山県食品の流通及び販売における衛生管理届出制度

食品の流通や販売段階における食品事故を防ぐため、平成23年３月に創設しまし

た。流通・販売に係る食品事業者が衛生管理マニュアルを作成し、衛生基準を満た

している事業者が保健所に届け出る制度です。対象となる卸売り市場、流通センタ

ー、販売店、輸送車、配送車等の流通・販売事業者に取組を促したところ、平成29

年度末で78事業者が取り組み、届出済証を交付しました。

４ 県民とのリスクコミュニケーションや情報提供の実施状況

Ⅰ 県民からの意見聴取や県民との意見交換

(１) 食の安全県民会議の開催

食の安全・安心確保のための各種施策づくりの過程で県民の意見を反映する

ために、消費者をはじめ、生産・製造・流通に携わる方々や学識経験者15名か

らなる「食の安全県民会議」を平成15年７月から設置しています。

平成29年度の開催内容は、（表10）のとおりです。

（表10）食の安全県民会議開催内容

回数 開催日 開催場所 議題 ・ 内容

第39回 ７月14日 和歌山県書道資料 ①平成28年度食品衛生監視指導計画の実施結果につ

館 いて

②平成28年度アクションプランの実施結果について

③新アクションプランについて

④食品表示法の概要について

⑤ＨＡＣＣＰの義務化について

第40回 ２月14日 和歌山県書道資料 ①アクションプラン（平成29年度上半期）の進捗状

館 況について

②平成29年度事業報告及び平成30年度事業計画(概

要)について

③平成30年度食品衛生監視指導計画(素案)について

(２) 食の安全シンポジウムの開催

消費者をはじめ生産・製造加工・流通・行政など食に携わる方々が一堂に会

し、協力して食の安全・安心と信頼を確保するための行動を積極的に進めるこ

とを目的に、シンポジウムを開催しました。

シンポジウムでは、「知ろう・学ぼう・食物アレルギー」をテーマに情報提供

を行い、その後参加者の皆さまからご意見、ご質問をいただきました。

消費者・生産者・事業者・教育、行政関係者など95名の皆さまに参加いただ

きました。

【日 時】平成30年３月１日(木)１４:００～１６:００
【場 所】和歌山県立情報交流センター ビッグ・ユー
【参加者】95名
【内 容】
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情報提供

①食物アレルギーの基礎知識

社会医療法人黎明会 北出病院 小児アレルギー科

医長 島津 伸一郎 氏

②食品のアレルギー表示について

和歌山県環境生活部県民局 食品・生活衛生課

質疑応答・意見交換

(３) 和歌山食の安全サポーターの募集

県民の食への関心を高め、食品の安全性の確保や食生活の改善に関する知識

等の普及を図るとともに、県民からいただいたご意見等を食の安全施策に反映

させるため、「わかやま食の安全サポーター」を募集しました。

サポーターの方々に食品の安全性の確保に関する最新の情報を提供し、それ

らに関する知識と理解を深めていただき、地域において正しい知識の普及と消

費者の自立を支援していただくとともに、県が実施する施策等に対してご協力

やご意見をいただきました。

(４) 出張！県政おはなし講座の実施

県では県政に対する理解を深めていただくとともに、県民の声を今後の県政

に活かしていくため、担当者が県民のもとへ“出前”し、希望のテーマについ

て説明する取組を行っています。食品・生活衛生課では、「食品の安全性の確保

について」、「知っておきたい『食品表示』」、「健康食品について」、「食中毒と

その予防」といったテーマを設け、消費者等の知りたい情報をわかりやすく説

明しています。

平成29年度は、４回の講座を実施し、100名が受講しました。

Ⅱ 消費者及び食品事業者への情報提供

(１) 講習会・説明会の実施〔消費者・事業者〕

消費者を対象に「手洗い教室」、「食中毒予防講習会」等を開催し、正しい手

洗いの方法や家庭における食中毒の予防方法等について講習会や説明会を実施

しました。11回、延べ977名が参加しました。

また、食品事業者や給食関係者を対象に食中毒予防やＨＡＣＣＰの考え方に

基づく衛生管理への取組の推進等について183回、延べ5,925名を対象に講習会

を実施しました。

(２) 「県民の友」への掲載〔消費者・事業者〕

県の広報誌「県民の友」に情報提供を行いました。７月号では「家庭におけ

る食中毒予防ここがポイント」と題して家庭での食中毒を防止するためのポイ

ントについて、11月号では「ノロウイルスの食中毒・感染症の予防について」

と題してノロウイルスによる食中毒防止のポイントについて掲載しました。

(３) 啓発パンフレットの配布〔消費者・事業者〕
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カンピロバクター食中毒が多発していることからカンピロバクター食中毒予

防啓発チラシを配布し、鶏肉は中心部まで十分加熱して提供するよう呼びかけ

ました。

また、ノロウイルスによる食中毒予防パンフレットを食品事業者及び消費者

に配布しました。

(４) 食中毒注意報の発令〔消費者・事業者〕

①夏季における食中毒注意報

６月から９月までの間で食中毒が発生しやすい気象状態になった場合に、食

品の取扱い及びその他衛生管理に関する注意を喚起し、食中毒の発生を未然に

防止するため、食中毒注意報を２回発令しました。

【発令期間】

１回目 ７月21日～22日（県内全域）

２回目 ８月24日～25日（県内全域）

②冬季におけるノロウイルス食中毒注意報

１２月から翌年３月までの間でノロウイルス食中毒の発生が予測される場合

に、注意報を発令し、食品事業者及び消費者に対して、食品の取扱いに一層の

注意を促し、食中毒の発生を未然に防止するため、ノロウイルス食中毒注意報

を１回発令しました。

【発令期間】

12月21日（発令）～１月26日（解除）（県内全域）

(５) ホームページでの情報提供〔消費者・事業者〕

「食の安全・安心わかやま」ホームページに食中毒の予防対策、食品の検査

結果、リスクコミュニケーションの実施状況等を公表しました。

(６) メールマガジンでの情報提供〔消費者・事業者〕

食の安全に関する情報を発信するために、メールマガジンを配信しました。

５ 食品衛生に関する人材の養成及び資質の向上に関する事項

Ⅰ 食品衛生監視員の技能の向上

県立保健所に配置した食品衛生監視員の技能を向上させるため、食中毒発生時の

迅速な疫学調査、ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理に基づいた監視指導が

的確に行うことができるよう人材の育成を図りました。

(１) 食中毒の疫学研修の実施

食中毒発生時に迅速かつ的確に疫学調査を行えるよう、岡山大学大学院が主

催する食中毒疫学研修に食品衛生監視員を派遣しました。
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(２) ＨＡＣＣＰに係る研修会の実施

ＨＡＣＣＰによる衛生管理に関する助言を行う食品衛生監視員を養成するた

め、厚生労働省が主催する研修会に参加しました。

Ⅱ 適正な食品表示を推進するための人材育成

(１) 食品表示推進者育成講習会の開催

県内食品事業者による適正な食品表示の取組等を促進するために、「食品表示

推進者育成講習会」を開催しました（表11）。

（表11）食品表示推進者育成講習会開催状況

会 場 名 場 所 開 催 日 時 受講者数

岩出会場 岩出市総合保健福祉センター 11月14日（火） 70名

新宮会場 東牟婁振興局 11月16日（木） 25名

有田会場 湯浅保健所 11月21日（火） 48名

和歌山会場 県民交流プラザ 11月27日（月） 13:00～ 93名

和歌山ビッグ愛 17:00

御坊会場 御坊保健所 11月29日（水） 31名

田辺会場 和歌山県立情報交流センター 12月５日（火） 99名

ビッグ・ユー

合 計 366名

【講習内容】

ⅰ) 食品表示に係る法令

ⅱ) 食品表示の基本（食品表示法）

ア 生鮮食品

イ 加工食品

ウ 詳細解説（原料原産地、遺伝子組換え食品、食品添加物、アレルゲン等）

ⅲ) 健康増進法に基づく表示

ⅳ) 景品表示法に基づく表示

(２) 食品表示推進者育成フォローアップ講習会の開催

① コンプライアンスに関する講習会

食品表示推進者育成講習会の受講修了者を対象に、フォローアップ講習会

を実施し、食品事業者のコンプライアンスの向上を促しました(表12）。

（表12）コンプライアンスに関する講習会開催状況

会 場 名 場 所 開 催 日 時 受講者数

田辺会場 和歌山県立情報交流センター ２月21日（水） 14:00～ 86名

ビッグ・ユー 16:00

【講習内容】

「コンプライアンスのために取り組むべきポイントについて」
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講師：ＳＯＭＰＯリスケアマネジメント株式会社

上級食品表示診断士 古字 朗人 氏

Ⅲ 食品衛生管理を担う者の養成及び資質の向上

(１) 食品衛生責任者養成講習会

知事が指定した(一社)和歌山県食品衛生協会が開催する食品衛生責任者を養

成する講習会に担当者を講師として派遣しました。

(２) フグ処理講習会

フグの処理、加工又は販売について適正な取扱いを行うことによりフグ毒に

よる食中毒の発生を防止することを目的として、フグ処理者を認定するフグ処

理講習会を開催しました。

(３) 食品衛生指導員活動の支援

(一社)和歌山県食品衛生協会が食品事業者の自主衛生管理の向上を図るため

に実施する食品衛生指導員活動を支援しました。具体的には、指導員が巡回指

導の際に使用するための資料の作成や、指導員のスキルアップのための研修会

に担当者を講師として派遣しました。


